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マンション耐震化推進サポート事業 （令和3年度~）

対象の

リストアップ

ダイレクトメール

送付
派遣日時調整 初回の派遣

繰り返しの派遣

（最大10回まで）

耐震化の

次のステップへ！

区市職員の
同行（任意）

●目的：東京都耐震改修促進計画に掲げるマンションの耐震化率の目標達成に向け、管理状況に応じて積極的な支援を行う
ことで耐震化のさらなる促進を図る

●対象：「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出を行ったマンションのうち、
耐震診断を実施し、耐震性能の必要性が判明したマンションで、管理活動が健全なマンション※を対象

●内容：

〇●派遣の流れ

耐 震 化 完 了 ！

・ 耐震性能の確認の必要性を認識
・ 耐震化の流れ等を把握

旧耐震
マンション

・ 耐震診断を実施
・ 耐震上問題があるのか、建物のどこが弱いのか確認耐震

診断

・ 補強工法を決定 ⇒ 補強設計の実施補強
設計

・ 耐震改修工事の実施改修
工事

管理活動が
健全

×

・耐震化事例の照会（費用、工事期間等）
・合意形成に向けた理事会･総会等での説明
・耐震改修計画案の作成 等

都が
建築士等の専門家を
繰り返し派遣

管理不全の
兆候あり

改 善

（届出制度による）
管理状況に応じた

助言･支援

耐震改修計画案の作成や
比較のための建替え案の検討も可

東京都防災・建築
まちづくりセンターが調整

5月中旬より順次

合
意
形
成

※管理活動が健全なマンション

管理不全を予防するための必須事項 （管理組
合、管理者等、管理規約、総会開催、管理費、
修繕積立金、修繕の計画的な実施）の全てが
「ある」と届け出ているマンション


